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別
表
六
(一) 

平
二
十
八
・
四
・
一
以
後
終
了
事
業
年
度
分 

  

 

 

「
１
」
か
ら
「
５
」
ま
で
の
「
②
」
及
び
「
③
」
の
各
欄
並
び
に
「
７
」
か
ら
「
11
」
ま
で
の
「
②
」
及
び
「
③
」
の
各
欄
は
、
法
人
の
各
事
業
年
度
に
お
い
て
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
を
実
施
す

る
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
33
条
第
２
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
所
得
税
額
と
み
な
さ
れ
る
復
興
特
別
所
得
税
の
額
を
含
め
て
記
載
し
ま
す
。 

御注意 

 
所得税額の控除に関する明細書 

事 業 

年 度 

・  ・ 

・  ・ 
法人名  

平 成 28 年 １ 月 １ 日 前 に 支 払 を 受 け る 利 子 及 び 配 当 等 に 係 る 所 得 税 額 の 控 除 に 関 す る 明 細 

区         分 
収 入 金 額 

①について課される 
所 得 税 額 

②のうち控除を受ける 
所 得 税 額 

① ② ③ 

預貯金の利子及び合同運用信託の収益の分配 1 

円 円 円 

公 社 債 の 利 子 等 2    

剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配 
及び金銭の分配（みなし配当等を除く｡） 

3    

集団投資信託（合同運用信託を除く。） 
の 収 益 の 分 配 

4    

そ の 他 5 

   

計 6    

 

平 成 28 年 １ 月 １ 日 以 後 に 支 払 を 受 け る 利 子 及 び 配 当 等 に 係 る 所 得 税 額 の 控 除 に 関 す る 明 細 

区         分 
収 入 金 額 

①について課される 
所 得 税 額 

②のうち控除を受ける 
所 得 税 額 

① ② ③ 

公社債及び預貯金の利子、合同運用信託、公社債
投資信託及び公社債等運用投資信託の収益の分配
並びに特定目的信託の社債的受益権の金銭の分配 

7 

円 円 円 

剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配 
及び金銭の分配（みなし配当等を除く｡） 

8    

集 団 投 資 信 託 （ 合 同 運 用 信 託 、 
公 社 債 投 資 信 託 及 び 公 社 債 等 運 用 
投 資 信 託 を 除 く 。 ） の 収 益 の 分 配 

9    

割 引 債 の 償 還 差 益 10    

そ の 他 11 

   

計 12    

     
 

当 期 に お い て 控 除 を 受 け る 所 得 税 額 
（６の③）＋（12の③） 

 
13 

円 

   
 

③ 


